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新型コロナウィルス感染拡大防止のための
登園自粛要請における家庭保育協力のお願い

保護者の皆さまには、日頃から保育園運営におきましてご理解、ご協力を頂き、感謝申し上げます。新型コロナウィルスへの対応についてお知らせいたします。
札幌市より新型コロナウィルス感染症対策に伴う登園自粛要請延長についての通達がございました。これに伴い、北海道における緊急事態措置が5月31日まで延長となり、感染拡大防止の観点から、保護者の皆様が仕事を休んでお家にいる事が可能等な場合は、家庭保育のご協力、登園を控えるようお願いいたします。
なお、社会生活を維持する上で必要な事業に従事している場合や、諸事情により家庭保育が困難な場合につきましては、保育を実施いたしますのでご相談ください。
子ども達を守る、職員を守るを最優先として、緊急事態措置解除まで最小限の人員配置・時間短縮・保育の無い日の休園措置を延長・継続させて頂きたいと思います。
感染拡大の予防及び保育施設の維持のため、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

記
期　　　　間：5月11日～北海道における緊急事態措置解除まで
人　　　　員：保育必要園児に対応数
開・閉園時間：保育必要園児に対応時間

1・お子さまが発熱、体調不良時の場合は、お休みして下さい。
2・保育が必要なお子さまは、保育を行います。
3・園より利用日・保育時間の確認をさせて頂きます。
4・保育必要園児に対応する、人員・開、閉園時間を決定致します。
5・事前に伺った、利用日・保育時間に変更がある場合は、園にいる保育士又は、
保育園（011-205-0602）園携帯（070-3140-1089）にお知らせ、ご連絡下さい。
6・保育の無い日は、休園させて頂きます。
7・園に連絡が付かない場合は、園携帯（070-3140-1089）へ連絡願います。
8・万が一、①新型コロナウィルスに感染した②新型コロナウィルスの感染疑いがある
③濃厚接触者となった④ご家族や身近な方が①②③の場合、があった時には
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